
東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

東久留米市会計年度任用職員の報酬等に

関する条例 

東久留米市会計年度任用職員の報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下「法」という。）第２２条の２第

１項第１号に規定する会計年度任用職員（以

下「職員」という。）の報酬、費用弁償、期

末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法

については、特別の定めがあるものを除くほ

か、この条例の定めるところによる。 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下「法」という。）第２２条の２第

１項第１号に規定する会計年度任用職員（以

下「職員」という。）の報酬、費用弁償及び

期末手当の額並びにその支給方法について

は、特別の定めがあるものを除くほか、この

条例の定めるところによる。 

第２条から第４条まで （現行のとおり） 第２条から第４条まで （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 期末手当は、６月１日及び１２月１日

（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職

する職員（規則で定める職員を除く。）に対

して、それぞれ基準日の属する会計年度の規

則で定める日に支給する。 

第５条 期末手当は、５月３１日及び１１月３

０日（以下「基準日」という。）にそれぞれ

在職する職員（規則で定める職員を除く。）

に対して、それぞれ基準日の属する会計年度

の規則で定める日に支給する。 

２ 期末手当の額は、第２条の規定に基づき定

められた報酬の額を基礎として規則で定める

額に１００分の１２０を乗じて得た額に、規

則で定める支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、第２条の規定に基づき定

められた報酬の額を基礎として規則で定める

額に１００分の１２５を乗じて得た額に規則

で定める支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 期末手当の不支給及び一時差止めは、東久

留米市職員の給与に関する条例（昭和３２年

条例第３４号。以下「給与条例」という。）

の適用を受ける者の例による。 

３ 期末手当の不支給及び一時差止めは、東久

留米市職員の給与に関する条例（昭和３２年

条例第３４号）の適用を受ける者の例によ

る。 

４ （現行のとおり） ４ （略） 

（勤勉手当）  

第６条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職す

る職員（規則で定める職員を除く。）に対し

て、その者の勤務成績に応じてそれぞれ基準

日の属する会計年度の規則で定める日に支給

する。 

 

２ 勤勉手当の額は、第２条の規定に基づき定

められた報酬の額を基礎として規則で定める

額に１００分の１１２．５を乗じて得た額

に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合

を乗じて得た額とする。 

 

３ 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与

条例の適用を受ける者の例による。 

 

４ 前３項に規定するもののほか、勤勉手当の

支給等に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（委任） （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、職員に

関する事項及びこの条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。 

第６条 この条例に定めるもののほか、職員に

関する事項及びこの条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。 

 


